
  

 

 

 

 

 

個人情報保護制度の見直しについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
茨城県及び個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース資料抜粋 

 

 

かすみがうら市議会 総務委員会資料 

令和４年１０月１３日 総務部総務課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：令和 3年 5月 21日市町村第 153号茨城県総務部長通知の添付資料 
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かすみがうら市における条例整備等の概要 

１．適用対象 

  ・議会を除くすべての市の機関 

    改正個人情報保護法において、地方公共団体の機関から議会は除外されている。議会においては、自律的な対応の

もと個人情報の適切な取扱いが図られることが望ましいことから、法が定める規律の適用対象とされないものであり、

法の施行に関し必要な事項を定める「市個人情報の保護に関する法律施行条例」に議会を含むことは許容されない。

ただし、条例の制定等の別段の措置を講じることは可能である。 

 

  関係条例：市個人情報の保護に関する法律施行条例 

       市議会の個人情報の保護に関する条例 

       市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

２．定義の一元化 

  ・原則として、法の定義による（個人情報、要配慮個人情報、匿名加工情報等）。 

   ⇒地域の特性その他の事情に応じて特に配慮を要するものとして、「条例要配慮個人情報」を定めることが可能であ 

るが、匿名加工情報において人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等が規定されており、現行の市個人情報 

保護条例の定義を包含していることから、市独自の定義は不要とする。 

 

  関係条例：市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 



３．個人情報の取扱い 

  ・これまで市個人情報保護条例の規定を根拠としてきたが、今後は、個人情報の保有の制限、利用目的、安全確保措 

置、利用及び提供の制限等について、行政機関において一律の規定が適用される。 

  ・法第７８条で規定する個人情報の開示義務について、同条第１項第１号から第７号まで不開示情報とする規定がある 

が、これについて市情報公開条例による規定と相反する部分がある場合は、条例で規定することにより独自の運用が 

可能となる。 

⇒両者の整合を図るため、市情報公開条例の非公開情報の改正を行う。 

 個人情報保護法第７８条第１項第２号ハの規定のとおり、公務員の氏名も個人情報に該当することから、条例施行 

後は、職員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を公開する。 

 

  関係条例：市情報公開条例 

 

４．個人情報ファイル簿の作成・公表 

  ・現行では事務単位で個人情報ファイル簿を作成・公表しているが、法の適用により今後は 1,000人以上の個人情報を 

扱うファイル単位で作成・公表する必要がある。 

  ・これまで市独自で運用してきた事務単位での帳簿を継続して作成することは法で妨げるものではないが、今後は個 

人情報ファイル簿の必要性や事務効率化の観点から、法の適用による個人情報ファイル簿の作成・公表に移行する。 

 

 



５．自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求 

  ・これまで市独自で運用してきた自己情報の開示、訂正及び利用停止の手続きは法で規定され、詳細な事務手続を規則 

   で定める。 

  ・自己情報の開示請求、訂正請求、利用停止の請求に係る標準処理期間は下記のとおり変更となるが、引続き請求があ

った場合は速やかに対応する。 

請求区分 標準処理期間 
現行（条例） 法適用後 

開示請求 １４日（最大６０日） ３０日（最大６０日） 
訂正請求 ３０日（最大６０日） ３０日（最大６０日） 

利用停止請求 ３０日（最大６０日） ３０日（最大６０日） 

  ・自己情報の開示、訂正、利用停止請求等に係る手数料は、継続して無料とする。ただし、印刷費用、郵送料の実費は 

徴収する。 

 

６．匿名加工情報の提供制度の導入 

  ・行政機関等匿名加工情報（個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。）をその用に供して行う事業に関する

提案を募集するとされるものの、当分の間、都道府県及び指定都市について適用され、本市においては実施しない。 

 

７．個人情報保護委員会と地方公共団体の関係 

  ・個人情報保護委員会は、地方公共団体からの法解釈等に係る照会の対応、より具体的に個人情報の目的外利用又は外

部提供にあたる判断の過程における相談対応等の支援を行う。 

  ・法解釈については、個人情報保護委員会が一元的に担う仕組みが確立されたため、地方公共団体の機関において、個

別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行うことは、法の規律と解釈の一元化という法の趣

旨に反するものと考えられ、許容されない。 

 

８．施行期日等 

  全国自治体は令和５年４月１日施行（国や民間事業者への適用は令和４年４月１日施行） 




